
一

第
二
百
十
五
号
議
案　

都
民
の
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
の
推
進
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
の
促
進
に
関
す

る
条
例

第
二
百
十
五
号
議
案

都
民
の
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
の
推
進
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
の
促
進
に
関
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
三
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

都
民
の
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
の
推
進
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
の
促
進
に
関
す
る
条
例

目
次

　

前
文

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
─
第
七
条
）

　

第
二
章　

都
民
及
び
事
業
者
に
対
す
る
支
援
等
（
第
八
条
・
第
九
条
）

　

第
三
章　

ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
及
び
活
動
の
促
進
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

　

第
四
章　

計
画
の
策
定
等
（
第
十
二
条
─
第
十
四
条
）

　

附
則

　

東
京
は
、
日
本
の
首
都
と
し
て
、
ま
た
世
界
有
数
の
国
際
都
市
と
し
て
発
展
を
続
け
て
い
る
。
国
内
外
か
ら
多
様
な
人
々
が
集
い
、
多
岐
に
わ
た

る
仕
事
を
通
じ
て
社
会
経
済
活
動
を
営
ん
で
い
る
こ
と
が
、
東
京
の
成
長
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
東
京
が
活
力
あ
る
都
市
と
し
て
今
後
も
持
続

的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
誰
も
が
生
き
生
き
と
働
き
活
躍
で
き
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
実
現
し
、
互
い
の
個
性
を
尊
重
し
て
認
め
合
う
共
生

社
会
を
目
指
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
東
京
都
と
都
民
、
事
業
者
等
が
相
互
に
理
解
を
深
め
、
社
会
の
一
員
と
し
て
共
に
活
動
し
な
が
ら
支
え
合
う
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
希
望
す
る
全
て
の
都
民
の
就
労
を
支
援
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
こ
の
考
え
方
は
、
就
労

を
希
望
し
な
が
ら
も
様
々
な
理
由
か
ら
就
労
に
困
難
を
抱
え
、
職
に
就
け
て
い
な
い
方
や
就
労
の
継
続
が
困
難
な
方
を
支
援
し
て
い
く
上
で
重
要
で

元. 第 4 回 定 例 会



二

あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
東
京
で
展
開
し
て
き
た
様
々
な
就
労
支
援
の
取
組
に
加
え
、
自
律
的
な
経
済
活
動
を
行
い
な
が
ら
、
様
々
な
理
由
か
ら
就
労
に
困

難
を
抱
え
る
方
が
、
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
、
他
の
従
業
員
と
共
に
働
く
社
会
的
企
業
の
創
設
を
後
押
し
す
る
新
し
い
視
点
も
不
可
欠
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
就
労
を
希
望
す
る
全
て
の
都
民
が
そ
の
個
性
と
能
力
に
応
じ
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
応
援
し
、
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く

誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
輝
く
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

　
　
　

第
一
章　

総
則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
就
労
を
希
望
す
る
全
て
の
都
民
に
対
す
る
就
労
の
支
援
（
以
下
「
就
労
の
支
援
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を

定
め
、
東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
の
責
務
並
び
に
都
民
、
事
業
者
及
び
区
市
町
村
（
特
別
区
及
び
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
並
び
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
及
び
活
動
の
促
進
（
以
下
「
就
労
の
支
援

に
係
る
施
策
等
」
と
い
う
。
）
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
等
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
民
一
人
一

人
が
個
性
と
能
力
に
応
じ
て
就
労
し
誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
活
躍
す
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。　

　

一　

事
業
者　

都
内
で
事
業
活
動
を
行
う
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。

　

二　

就
労
困
難
者　

就
労
を
希
望
し
な
が
ら
、
様
々
な
事
由
に
よ
り
就
労
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
配
慮
す
べ
き
実
情

等
に
応
じ
た
支
援
が
必
要
な
も
の
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条　

就
労
の
支
援
は
、
都
民
一
人
一
人
が
等
し
く
尊
重
さ
れ
、
そ
の
個
性
と
能
力
に
応
じ
た
就
労
を
実
現
し
、
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て

誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
活
躍
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

就
労
の
支
援
は
、
都
、
都
民
、
事
業
者
等
が
相
互
に
理
解
を
深
め
、
社
会
の
一
員
と
し
て
共
に
活
動
し
な
が
ら
支
え
合
う
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン



三

第
二
百
十
五
号
議
案　

都
民
の
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
の
推
進
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
の
促
進
に
関
す

る
条
例

ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
の
責
務
）

第
四
条　

都
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
国
、
区
市
町
村
、
事
業
者
そ
の
他
関
係
機
関
と
連
携
し
、

就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
等
を
総
合
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
民
の
役
割
）

第
五
条　

都
民
は
、
基
本
理
念
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
都
が
実
施
す
る
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
等
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２　

就
労
を
希
望
す
る
都
民
は
、
基
本
理
念
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
就
労
に
向
け
て
自
ら
進
ん
で
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
六
条　

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
従
業
員
の
雇
用
及
び
そ
の
継
続
並
び
に
従
業
員
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
都
が
実
施
す
る
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
等
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
区
市
町
村
の
役
割
）

第
七
条　

区
市
町
村
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
の
特
性
等
に
応
じ
た
就
労
の
支
援
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
都
が
実
施
す
る
就
労
の
支
援

に
係
る
施
策
等
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
二
章　

都
民
及
び
事
業
者
に
対
す
る
支
援
等　

（
都
民
に
対
す
る
支
援
）

第
八
条　

都
は
、
就
労
を
希
望
す
る
全
て
の
都
民
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

専
門
家
に
よ
る
相
談
等
、
求
人
企
業
の
開
拓
、
求
人
情
報
の
提
供
及
び
都
の
支
援
事
業
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供

　

二　

都
立
施
設
及
び
民
間
の
教
育
機
関
等
を
活
用
し
た
就
労
の
た
め
の
技
能
及
び
知
識
の
習
得
に
よ
る
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上

　

三　

企
業
の
現
場
に
お
け
る
実
習
そ
の
他
の
職
業
体
験
、
求
人
企
業
に
よ
る
説
明
会
及
び
就
職
面
接
会
等
の
機
会
の
提
供



四

　

四　

就
職
後
に
お
け
る
専
門
家
に
よ
る
助
言
、
指
導
及
び
相
談
そ
の
他
の
職
場
定
着
へ
の
支
援

２　

都
は
、
前
項
に
規
定
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
就
労
困
難
者
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
配
慮
す
べ
き
実
情
等
に

応
じ
た
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
に
対
す
る
支
援
等
）

第
九
条　

都
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

従
業
員
の
雇
用
及
び
そ
の
継
続
に
関
す
る
専
門
家
に
よ
る
助
言
、
指
導
及
び
相
談
並
び
に
法
令
、
都
の
支
援
事
業
等
及
び
求
職
者
に
関
す
る

情
報
の
提
供

　

二　

福
利
厚
生
及
び
休
暇
に
関
す
る
制
度
の
充
実
並
び
に
多
様
で
柔
軟
な
勤
務
時
間
の
設
定
等
に
よ
る
従
業
員
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備

に
対
す
る
支
援

　

三　

事
業
者
が
実
施
す
る
従
業
員
の
技
能
及
び
知
識
の
習
得
に
よ
る
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
対
す
る
支
援

２　

都
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
事
業
者
が
従
業
員
の
雇
用
及
び
そ
の
継
続
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
並
び
に
従
業
員
の
職
業
能
力
の
開
発

及
び
向
上
の
取
組
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
就
労
困
難
者
と
認
め
ら
れ
る
者
の
配
慮
す
べ
き
実
情
等
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
よ
う
支
援
す
る
も
の
と

す
る
。

３　

都
は
、
就
労
困
難
者
と
認
め
ら
れ
る
者
の
多
様
な
就
労
の
実
現
を
図
る
た
め
、
法
令
等
に
基
づ
き
、
就
労
の
機
会
の
提
供
並
び
に
就
労
に
必
要

な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
等
の
実
施
に
よ
り
就
労
を
支
援
す
る
事
業
所
等
の
創
設
及
び
活
動
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
三
章　

ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
及
び
活
動
の
促
進
等

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
及
び
活
動
の
促
進
）

第
十
条　

都
は
、
前
章
に
定
め
る
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
の
ほ
か
、
事
業
者
に
よ
る
自
律
的
な
経
済
活
動
の
下
、
就
労
困
難
者
と
認
め
ら
れ
る
者

の
就
労
と
自
立
を
進
め
る
た
め
、
事
業
か
ら
の
収
入
を
主
た
る
財
源
と
し
て
運
営
し
な
が
ら
、
就
労
困
難
者
と
認
め
ら
れ
る
者
を
相
当
数
雇
用

し
、
そ
の
職
場
に
お
い
て
、
就
労
困
難
者
と
認
め
ら
れ
る
者
が
他
の
従
業
員
と
共
に
働
い
て
い
る
社
会
的
企
業
（
以
下
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー

ム
」
と
い
う
。
）
の
創
設
及
び
活
動
の
促
進
を
通
じ
て
、
就
労
の
支
援
を
効
果
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。



五

第
二
百
十
五
号
議
案　

都
民
の
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
の
推
進
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
の
促
進
に
関
す

る
条
例

（
認
証
等
）

第
十
一
条　

都
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
及
び
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
支
援
対
象
と
な
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
を
認
証
す
る
も
の
と

す
る
。

２　

都
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
及
び
活
動
の
支
援
に
当
た
り
、
支
援
策
等
を
と
り
ま
と
め
た
指
針
等
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

支
援
対
象
と
な
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
を
認
証
す
る
基
準
は
、
前
項
の
指
針
等
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
四
章　

計
画
の
策
定
等

（
計
画
の
策
定
等
）

第
十
二
条　

都
は
、
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
等
に
関
す
る
事
業
の
計
画
（
以
下
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

都
は
、
事
業
計
画
及
び
事
業
計
画
に
基
づ
く
施
策
に
係
る
実
施
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
施
策
の
検
証
）

第
十
三
条　

都
は
、
事
業
計
画
に
基
づ
く
施
策
に
係
る
実
施
状
況
の
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機
関
等
の
意
見
を
聴
き
、
施
策
に
反
映
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
四
条　

都
は
、
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
等
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

就
労
を
希
望
す
る
全
て
の
都
民
に
対
す
る
就
労
の
支
援
に
つ
い
て
、
就
労
の
支
援
に
係
る
施
策
の
推
進
並
び
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
ァ
ー
ム
の
創
設
及

び
活
動
の
促
進
の
た
め
、
就
労
の
支
援
に
対
す
る
都
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
民
の
個
性
と
能
力
に
応
じ
た
就
労
の

実
現
を
図
る
必
要
が
あ
る
。


